
（相談はすべて無料です） ＴＥＬ８７２－２１８１(代）

※年末年始、休・祝日で変更する場合がありますので、事前にご確認ください。
相 談 種 別 と き 場 所 （担当課） 担 当 者

市民相談 市役所開庁日 ９時～１７時３０分 市職員

行政相談
第２・３･４火曜日

１３時～１５時 （第３火曜日はアクロス）
行政相談委員

司法書士

土地家屋調査士

弁護士

司法書士

弁護士

司法書士

北条人権文化センター

℡８７７－６０６６

（ＮＰＯ法人ほうじょう）

℡８７６－２５６０

野崎人権文化センター

（野崎地域人権協議会）

℡８７９－１８１８

深野園住宅集会所

（野崎地域人権協議会）

℡８７９－１８１８

納税相談
市役所（納税課）
℡８７０－０４２１

納税相談 市役所(保険収納課）

国民健康保険税 ℡８７０－９６１９

各 種 相 談

市役所市民相談室
（政策管理課）
℡８７０－０４０３登記相談

第３火曜日
１３時～１５時（予約制）

法律相談

水･木曜日
１３時～１６時（予約制）

金曜日
１８時～２１時（予約制）

生涯学習センター「アクロス」
（政策管理課）℡８７０－０４０３

女性の悩み
なんでも相談

第１月曜日１０時～正午、１３時～１５時
第３水曜日１６時～２０時
第４土曜日１３時～１７時（予約制）

生涯学習センター
「アクロス」

℡８６９－６５０５
フェミニスト・カウンセラー

人権よろず相談 第２・４金曜日 １３時～１５時
市民会館２階 人権教育啓発
センター（人権啓発室）

℡８７０－９０６１
人権擁護委員

人権相談
生活相談

月～土曜日
９時～１７時３０分

ただし、火・金曜日は２０時まで

市職員
人権相談員

総合生活相談員

総合相談
（総合・人権）

月～土曜日 ９時～１７時３０分
ただし、木曜日は２０時３０分まで
第１土曜日、第４月曜日のみ
１５時～２０時３０分 人権相談員

総合生活相談員

出張
「よろず生活相談」

第２月曜日
１５時～２０時３０分

消費生活相談
市役所開庁日
９時～１７時

市役所東別館１階

(大東市消費生活センター)
℡８７０－０４９２

消費生活コンサルタント

市役所開庁日
９時～１７時３０分

市職員

お気軽に！



相 談 種 別 と き 場 所 （担当課） 担 当 者

市役所開庁日(年６日の特定日は除く）

１０時～１６時

月～土曜日９時～１７時３０分 北条青少年教育センター

(予約制） ℡８７６－０００２

第１木曜日１４時～１６時 野崎青少年教育センター

第３木曜日１７時～１９時 ℡８７７－７５８５

水曜日１７時～１９時
土曜日１６時～１８時

キッズプラザ ２階教育相談室

℡８７４－８７８５

月・木曜日１８時～２０時
野崎人権文化センター
（野崎地域人権協議会）

℡８７９-１５５１

火・金曜日１８時～２０時
北条人権文化センター

（ＮＰＯ法人ほうじょう）

℡８７６－２５６０

就職困難者

向け相談

※就職のあっせん

はできません

中小企業融資相談
労働相談

市役所開庁日 ９時～１７時３０分
市役所東別館２階（産業労働課）

℡８７０－４０１３ 市職員

身体障害者(児）
相談

府身体障害者相談員

知的障害者(児）
相談

府知的障害者相談員

精神障害者相談
「心の相談」

第１土曜日１３時～１６時
（１月を除く）

府精神障害者相談員

精神障害者相談
月～土曜日
９時～１８時

地域生活支援センターあーす
℡８７４－９９００
Fax８７４－９９２２

身体障害者相談
月～金曜日

９時１５分～１７時１５分

大東市障害者生活支援
センター ℡８０６－１３３１
Fax８０６－１３３３

相談支援専門員

知的障害者
障害児相談

月～金曜日
９時～１７時１５分

相談支援センターあおぞら
℡８７５－３９６９
Fax８００－６０５１

青少年活動相談
火･木･土曜日 １９時～２１時

（第２木曜日を除く）
青少年ルーム
℡８７２－１３３７

青少年協会会員

教育相談

キッズプラザ ２階教育相談室

℡８７４－８７８５

教育相談員

進路選択等
教育支援相談

進路相談員

月～金曜日１０時～正午
・１３時～１８時（予約制）

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）

℡８７０－５３７０

就労支援
コーディネーター

月・水・木曜日
９時～１７時３０分（予約制）

火・金曜日９時～２０時３０分（予約制）

北条人権文化センター
（北条地域就労支援センター）

℡８７７－５０５０

月～土曜日９時～１７時３０分
木曜日は２０時３０分まで

第１土曜日、第４月曜日のみ
１５時～２０時３０分（予約不要）

野崎人権文化センター
（野崎地域就労支援センター）

℡８７９－１８１８

第１土曜日 １３時～１６時
（1月、5月を除く） 総合福祉センター

℡８７２－２２２２
Fax８７２－２２２３



相 談 種 別 と き 場 所 （担当課） 担 当 者

母子相談
市役所開庁日

９時～１７時３０分（予約制）
市役所(子ども支援課）

℡８７０－９６５５
母子自立支援員

家庭児童相談
市役所開庁日

９時～１７時３０分
市役所(子ども支援課）

℡８７０－９６８１
市職員（家庭相談員・保
健師・社会福祉士）

センター開所日９時～１７時
（月～土曜日）

市役所開庁日 市役所（介護保険課）
９時～１７時３０分 ℡８７０－９６２８

住宅改造相談

リハビリ相談

２４時間３６５日
関西いのちの電話

℡０６－６３０９－１１２１

金曜日１３時～
日曜日２２時（５７時間）

大阪自殺防止センター
℡０６－６２６０－４３４３

子育て相談

保育所開所日
（平日）１０時～１６時
（土曜日）１０時～１２時

南郷保育所
℡８７２－７３２７

保育士

北条保育所
℡８７６－５２３７

野崎保育所
℡８７６－５６３０

センター開所日
９時～１７時（電話は２０時まで）

(月～土曜日）

南郷子育て支援センター
℡８７２－００１３

管理栄養士

四条子育て支援センター
℡８７６－７５１０

センター開所日
９時～１７時（電話は２０時まで）

（月～土曜日）

キッズプラザ
℡８７４－８８００

介護保険に
関する相談

市職員

高齢者暮らし相談
市役所開庁日

９時～１７時３０分
市役所（介護保険課）

℡８７０－９０６５
市職員（保健師・
ケアマネジャー ）

自殺防止電話相
談

市役所開庁日
９時～１７時３０分

保健医療福祉センター
地域保健課

℡８７５－２６６１

市職員(理学療法士・
作業療法士)

健康相談(成人） 市役所開庁日
９時～１７時３０分

(予約制）

保健師

栄養相談(成人）

花と緑の相談

第１･２水曜日
（１･８月は除く、

休日の場合は第３水曜日）
１０時～１５時

大東市花と緑の
ふれあいセンター
（大東公園内）
℡８７２－８７１８

相談日のみ通話可
（みどり課 ℡870－0481）

相談員

相談員



相 談 種 別 と き 場 所 担 当 者

相 談 種 別 と き 場 所 担 当 者

月～金曜日

９時～１２時

１３時～１６時

総務省地デジコールセンター

℡０５７０－０７－０１０１

（ナビダイヤル）

℡０３－４３３４－１１１１

（ナビダイヤルにつながらない場合）

救急安心センターおおさか
℡♯７１１９または
℡０６－６５８２－７１１９

※聴覚障害者の方は、
消防本部警防課
Fax８７２－２３４１

大阪府庁
総合府民相談室

℡０６－６９４１－７０００
府交通事故相談員

月～金曜日
８時３０分～１２時１５分
１３時～１７時１５分

北大阪労働基準監督署
℡０７２－８４５－１１４１

総合労働相談員

大阪府が開設している相談窓口

交通事故相談
月～金曜日

９時～１７時３０分

職員など

地上デジタル放送
に関する相談
（受信可能なエリ
ア、受信方法など）

月～金曜日 ９時～２１時
土・日・祝日 ９時～１８時

オペレーター・技術者
など

府政に関する
相談・お問合せ

月～金曜日 ９時～１８時

大阪府庁府民お問合せ
センター

℡♯８００１または
℡０６－６９１０－８００１

府民お問合せ
センター担当者

その他の機関が開設している相談窓口

労働条件・
労働災害相談

法的トラブルに
関するお問合せ

月～金曜日 ９時～１７時

日本司法支援センター
大阪地方事務所
（法テラス大阪）

℡０５０－３３８３－５４２５

窓口対応専門職員など

救急医療相談
２４時間 ３６５日体制

（電話相談）
医師・看護師・相談員

など

医療相談
四條畷保健所
℡８７８－１０２１


